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治山・林道事業設計単価一覧表（調査・設計業務）について

１ 適用

この設計単価は、関東森林管理局管内の治山・林道事業における調査・設計業務の

積算に用いる設計単価に適用する。

２ 用語の定義

物価資料……建設物価調査会発行の「建設物価（平成２８年６月号）」「土木コスト

情報（平成２８年春号）」、経済調査会発行の「積算資料（平成２８年

６月号）」「土木施工単価（平成２８年春号）」をいう。

３ 設計単価の採用基準

(1) 物価資料による場合

ア 原則として物価資料により単価を採用する。

イ 「東京」地区の単価を採用する。

ウ 取引数量については、小口を優先とする。

エ 複数の物価資料に単価掲載のある場合は、その平均値を算出し、それを採用

する。一つの物価資料にしか掲載のないものについては、その価格を採用す

る。

オ 採用単価の有効桁については、算定に使用した物価資料掲載単価の有効桁の

うち大きい桁を有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満の場合

は、採用単価の有効桁は３桁とする。また、単一の物価資料にしか掲載のな

いものについては、その単価とする。

なお、端数処理については切捨てとする。

＜例１－１＞有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

A 資料：34,000 円（有効桁２桁） B 資料：33,500 円（有効桁３桁）

平均額：33,750 円 決定額：33,700 円（４桁以下切捨て、有効桁３桁）

＜例１－２＞有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

A 資料：33,800 円（有効桁３桁） B 資料：33,560 円（有効桁４桁）

平均額：33,680 円 決定額：33,680 円（５桁以下切捨て、有効桁４桁）

＜例２＞有効桁数が３桁未満のために３桁を有効桁とする場合

A 資料：570 円（有効桁２桁） B 資料：560 円（有効桁２桁）

平均額：565 円 決定額：565 円（最小有効桁３桁）

(2) 見積書による場合

ア 物価資料に掲載のないものについては、原則として見積書を徴収し、採用単

価を決定する。

イ 見積単価の採用にあたっては、一社の場合は、その見積単価の100％とし、二

社の場合は平均値を採用する。また、三社以上の場合は異常値を除いた価格



の平均値を採用する。

ウ 平均値の有効桁・端数処理については、４桁以下を切捨てし有効数字３桁と

する。少数点以下が発生する場合には小数第１位を切捨てし、単位止めとす

る。

４ 単価一覧表における単価欄の表記について

(1) 物価資料による場合

「物価資料」と表記している。

(2) 見積書による場合

採用単価を掲載している。


























